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序章 震災復興マニュアル策定の目的 

序－1 

第１節 震災復興マニュアル策定の背景と目的等 

 

１ 市川市震災復興マニュアル策定の背景と目的 

 

近年は、阪神淡路大震災、東日本大震災、熊本地震、大阪北部地震、北海道胆振東部

地震と、日本全国で震災が発生しており、千葉県でも 30 年以内に震度 6 弱以上の地震

が発生する確率が 85%と、全国で最も高くなっている。 

このような状況を踏まえ、本市でも大震災による被害が発生した場合、発災当初から

速やかに復興業務に着手できるよう、事前に具体的な対応を準備しておく必要があるこ

とから、「市川市震災復興マニュアル」を策定するものである。 

 

２ 市川市震災復興マニュアルの位置づけ 

 

市川市震災復興マニュアルは、「市川市地域防災計画(震災編)」の第 4 章「災害復興

計画」における、具体的な職員の行動マニュアルである。 

本マニュアルでは、災害時における「復興体制の構築」、「都市及び住宅の復興」、

市民と連携して行う「地域協働復興」を対象とし、「生活の復興」、「産業の復興」に

関するマニュアルの策定については、今後検討していくものとする。 

 

震災復興マニュアルの位置付け 

 

 

  

復 旧 期 復 興 期 

第 3 章：震災応急対策計画 

 

各対応本部マニュアル等 震災復興マニュアル 

 

第 4 章：災害復興計画 

 

 

 

期 間 

地域防災計画 

マニュアル 

地域協働復興 

都市復興 復興体制

 住宅復興 

生活復興 

産業復興 

震災復興の全体像 

本マニュアル 

対象範囲 

今後の策定検討

対象範囲 



序章 震災復興マニュアル策定の目的 

序－2 

 また、復興と復旧は密接な関係があり、重複する業務もあることから、本マニュアルで

は重複部分も定めることとする。なお、重複部分の記載内容は、「市川市地域防災計画」

及びその関係マニュアルと整合を取るものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

               ※重複部分も本マニュアルで定める。 

第２節 震災復興の基本的な考え方 

(１)自助・共助・公助の連携 

復興を進めるためには、まず被災者自らによる取り組み(自助)が基本となるが、被害

規模が大きくなると個人の力では解決できない様々な課題が噴出してくる。これらの課

題に対し、地域が持っている力(共助)を生かした住民主体の復興が大きな力を発揮する。 

そして、自助と共助による住民主体の復興を、行政がＮＰＯ、専門家、企業等と連携

して支援(公助)することが復興推進には重要である。このため、平時から住民と行政が

連携をとり、協働でまちづくりを進める体制を構築しておく必要がある。 

 

(２)地域特性に応じた対応 

市川市では、建物倒壊による被害、液状化被害、密集住宅地の延焼被害等、地域によ

って様々な被害が想定される。 

  また、地域によって目指すまちの将来像や住民の意識も異なる。復興まちづくりにお

いては、被害状況に合わせたまちづくりを進めるだけではなく、従前の街並み、歴史、

住民の意向など様々な背景を考慮して、地域特性をいかしたまちづくりを図る必要があ

る。 

 

(３)市民生活の再構築への総合的な支援 

復興に向けた課題は、まちづくりのみならず、経済再建など多岐にわたる。復興を進

めるにあたっては、市民の生活再建、それを支えるまちづくり及び経済再建など総合的

な支援が必要となる。 

今後、「生活の復興」「産業の復興」についても支援体制を検討し、相互の連携によ

り市民ができるかぎりスムーズに生活再建できるよう支援する。  

復 旧  復 興  

発災 ３日 １週間 ６ヶ月 １年 ２年 ２週間 １ヶ月 
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序－3 

第３節 震災復興マニュアルの更新と習熟 

 

本マニュアルは都市及び住宅の復興について、現時点での制度や想定される事態に基

づき作成されている。先述のとおり、生活復興分野(生活の復興、産業の復興)について

は今後作成を検討しており、総合的な復興マニュアルへ拡充されていくものとしている。 

 また、本マニュアルにおいては「事前準備」や「検討課題」も記載しており、これに

ついては担当課において引き続き見直しや検討、準備を進めていくものである。 

 

  今後も、「地域防災計画」や「各本部マニュアル」等との連携を考慮しながら、本マ

ニュアルについても組織的かつ継続的に見直すことが重要である。あわせて、社会経済

情勢や関連法令の動向を踏まえた修正を必要に応じて行い、生活復興分野の拡充を含め、

改善を図っていく。 
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序－4 

 

本マニュアルにおける各業務のページ構成 

 

本マニュアルは、業務項目ごとに見開き２ページで構成されている。また、各節の中

表紙(一部の節を除く)では、関連する業務項目の時系列と関係性をフロー図で示してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

●主管課  ：このページの業務の実施を担当する担当課。  
●関係部課：主管課ではないが、業務に関係する部課。マニュ

アル更新の際には照会をかける必要がある。  

●事前準備：業務を実施するに際して事前に準備しておくこと。  
●留意事項：業務を実施するにあたり留意すること。  
●検討課題：今後検討が必要な項目。被災前に検討し、マニュアル更新

時に反映させることが望ましい。  

●業務の実施時期：業務の実施時期の目安。※時期はあくまで目安
であるため、復興の進捗に応じて調整する。  
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序－5 

(参考)前提となる被害想定(市川市地域防災計画(震災編)R1.7 より) 
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序－9 
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序－10 
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序－11 

市川市における震災復興業務の流れ 
 


